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�愛媛県告示第１５０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要
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○ 大規模小売店舗の廃止の届出………………………………………………９１
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事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５００２６８ 株式会社スマイルラボ 新居浜市郷三丁目６番
１０号 渡 邊 誠 一 就労継続支援

Ａ型 スマイルラボ 新居浜市郷三丁目６番
１０号

平成２３年
１月１日

３８１０６００３３２ 合同会社アイキョー 西条市中野甲７８０番地
６ 丹 恵 居宅介護 介護２４西条 西条市中野甲７８０番地

６
平成２３年
１月１１日

３８１０６００３３２ 合同会社アイキョー 西条市中野甲７８０番地
６ 丹 恵 重度訪問介護 介護２４西条 西条市中野甲７８０番地

６
平成２３年
１月１１日

３８１０１０１７４５ 株式会社たいじゅ 松山市太山寺町２４１６番
地３ 田 口 信 子 居宅介護 ヘルパーステーション

清和
松山市太山寺町２４１６番
地３

平成２３年
１月２１日

３８１０１０１７４５ 株式会社たいじゅ 松山市太山寺町２４１６番
地３ 田 口 信 子 重度訪問介護 ヘルパーステーション

清和
松山市太山寺町２４１６番
地３

平成２３年
１月２１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１６０４ 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番
１０号 兵 頭 陽 子 居宅介護 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番

１０号
平成２３年
１月１日

３８１０１０１６０４ 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番
１０号 兵 頭 陽 子 重度訪問介護 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番

１０号
平成２３年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２２４１号 平成２３年２月１４日

平成２３年２月１４日月曜日 第２２４１号

愛 媛 県 報

８７
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー松山
店

松山市高岡町２９７番
地

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー今治
本町店

今治市本町六丁目７８
２－１

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

バリュー今治店 今治市高市字頓田甲
７８７番地７

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１大規模小売店舗において小売

業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

愛 媛 県 報平成２３年２月１４日 第２２４１号

８８
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の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー新居
浜店 新居浜市寿町１２－７０ 大規模小売店舗を設置する者

の住所 株式会社ママイ
四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

バリュー市場新居浜店 新居浜市西原三丁目
甲１４１０番１

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１大規模小売店舗において小売

業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー西条
店・ｍａｃ朔日市店

西条市朔日市２９６
外

大規模小売店舗を設置する者
の住所

株式会社ママイ
四国中央市金生町下
分１３４９番地１
有限会社マック企画
西条市大町１７６２番地

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１
有限会社マック企画
西条市東町２７５番地
３

平成２２年
１２月１日
外

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２３年２月１４日 第２２４１号

８９
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�愛媛県告示第１５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー大洲
店

大洲市若宮字ソウサ
ン５０４番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー伊予
店

伊予市下吾川９２９－
１０ 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所

株式会社ママイ
四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

株式会社ママイ
四国中央市金生町下
分１３４９番地１
株式会社大屋
西条市大町１７６５番地
代表取締役
伊藤 剛吉
外３者

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１
株式会社大屋
西条市東町２７５番地
３
代表取締役
伊藤慎太郎
外３者

平成２２年
１２月１日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

愛 媛 県 報平成２３年２月１４日 第２２４１号
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�愛媛県告示第１５９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１６０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所において縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

小学校裏

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１９号までを順次

結んだ線及び標柱１９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー上分
店

四国中央市上分町字
岸之上４４１番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１

平成２２年
１２月１日

平成２３年
１月１９日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

フレッシュバリュー三島
店

四国中央市中曽根町
４４７番地

大規模小売店舗を設置する者
の住所 株式会社ママイ

四国中央市金生町下
分１３４９番地１

株式会社ママイ
四国中央市上分町４４
２番地１大規模小売店舗において小売

業を行う者の住所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

バリュー市場東予
店

西条市周布３４１番
地１ 平成１９年８月３１日

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 平野町 野田 ７９番２ １号

平野町 野田 乙１番 ２号

平野町 野田 ６３番１ ３号

平野町 野田 乙１番 ４号

平野町 野田 ６３番１ ５号

平野町 野田 ６２番 ６号

平野町 野田 ６２番 ７号

平野町 野田 ６３番１ ８号

平野町 平地 ５６番１ ９号

平野町 平地 ５０番 １０号

平野町 平地 ４６番１ １１号

平野町 平地 ３７番 １２号

平野町 平地 ３７番 １３号

平野町 平地 ３７番 １４号

平野町 平地 ３７番 １５号

愛 媛 県 報平成２３年２月１４日 第２２４１号
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�愛媛県告示第１６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、大洲都市計画用途地域の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、大洲都市計画公園の変更に

係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年２月１４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年２月１４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年２月１４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

平野町 野田 ５４番１ １６号

平野町 野田 ３７番１ １７号

平野町 野田 １１３番地先 １８号

平野町 野田 １０３番１ １９号

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第６０号

平成２３年２月１日

伊予市下吾川字北西原１９５９番１、１９６０番、１９６１番１、１９６５番１、１９６５番２

及び１９６７番１

伊予市米湊１７１９番地

ヤマキ興産株式会社

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第６１号

平成２３年２月２日

伊予郡松前町大字筒井字中須賀３６８番１、３６８番３、３６８番４、３６８番５、３６

９番５、３６９番６、３６９番７、３６９番８、３６９番９、３７０番

松山市味酒町２丁目３番８号

シティホーム

代表者 渡 邉 亥早雄

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第６２号

平成２３年２月３日
東温市南方字夘日田６９８番２

大洲市菅田町大竹甲１６６９番地

矢 野 香 純

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線 大洲市平野町平地３６０番３ 平成２３年２月１４日

平成２３年２月１４日 発行
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